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LINE株式会社、LVC株式会社、野村ホールディングス株式会社による 

ブロックチェーン事業領域における資本業務提携に関する基本合意書締結について 
 
LINE 株式会社（代表取締役社長：出澤 剛、以下「LINE」）と、LINE のグループ会社である LVC株式会社（代表取締役 
高 永受、以下「LVC」）、および野村ホールディングス株式会社（代表執行役社長 グループ CEO：永井 浩二、以下「野
村ホールディングス」）は、ブロックチェーン領域を中心とした金融事業における業務提携（以下「本提携」）の検討開始
に関し、本日、三社間で基本合意書（以下「本合意書」）を締結しましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 
 
なお、本提携は、野村ホールディングスが LVCの実施する普通株式第三者割当増資を引き受ける資本提携となります。 
 
本合意書は、本提携の検討にあたっての基本方針、その他必要事項を取り決めるものであり、本提携の実行は、本提携効果
の検証、関係官庁の許認可取得、運営に関する最終的な合意内容を定めた契約（以下「最終契約」）、その他本提携に必要
となる契約締結を条件としております。最終契約の締結は、2019 年 3 月末までを目途として行う予定ですが、開示すべき
事項が発生した場合には、速やかに公表します。 
 
 

記 
 
1.本合意書締結の背景と目的 
 
野村グループは、金融資本市場を通じて、『豊かな社会の創造』に貢献するという社会的使命のもと、最も信頼できるパー
トナーとしてお客様に選ばれる金融サービスグループを目指し、グローバルに金融事業を展開しています。 
 
一方で、LINE は、「CLOSING THE DISTANCE」をコーポレートミッションとして掲げ、コミュニケーションアプリ「LINE」
を入り口として、人や情報・サービス、企業・ブランドとシームレスに繋がり、全てが完結するスマートポータル戦略を推
進し、日本国内で月間利用者 7,800 万人を超えるユーザーに付加価値の高いサービスを提供しております。 
 
この度、「LINE」が持つ豊富なユーザーベースに加え、セキュアでユーザビリティの高い UI/UXと、野村グループが培っ
てきた金融ビジネスのノウハウを活かし、ブロックチェーン関連事業領域での協業に向け、三社は本合意書を締結するにい
たりました。 
 
 
2. 野村ホールディングス株式会社の概要 
(1) 名称 野村ホールディングス株式会社 
(2) 所在地 東京都中央区日本橋一丁目 9 番 1 号 
(3) 代表者 代表執行役社長 グループ CEO 永井 浩二 
(4) 事業内容 持株会社 



 

(5) 資本金 594,493 百万円（2018 年 9 月末時点） 
(6) 設立年月日 1925 年 12 月 25 日 
(7) 従業員数 28,549 名（連結ベース、2018 年 9 月末時点） 
(8) 収益合計（金融費用控除後） 1,496,969 百万円（連結、2018 年 3 月期、米国会計基準） 
 
3. LINE 株式会社の概要 
(1) 名称 LINE 株式会社 
(2) 所在地 東京都新宿区新宿四丁目 1 番 6 号 JR 新宿ミライナタワー23 階 
(3) 代表者 代表取締役社長 CEO 出澤 剛 
(4) 事業内容 コミュニケーションアプリ「LINE」および LINE プラットフォーム上で展開するコンテンツ・サービ 
ス、その他ウェブサービス事業、AI 事業の提供、運営 
(5) 資本金 95,700 百万円（2018 年 9 月末時点） 
(6) 設立年月日 2000 年 9 月 4 日 
(7) 従業員数 1,938 名（LINE 株式会社単体、2018 年 10 月末時点） 
(8) 売上収益 連結 167,147 百万円（2017 年 12 月期、国際会計基準） 
 
4. LVC株式会社の概要  
(1) 名称 LVC 株式会社  
(2) 所在地 東京都新宿区新宿四丁目 1 番 6 号  
(3) 代表者 代表取締役 高 永受/KO YOUNGSU 
(4) 事業内容 仮想通貨事業、およびブロックチェーン関連事業を展開する LINE のグループ会社 
(5) 資本金 1,210 百万円（2018 年 7 月末時点）  
(6) 設立年月日 2018 年 1 月 31 日  
 
5. 今後の見通し  
本提携がLINEとLVCおよび野村ホールディングス各社の連結業績に与える影響は軽微であると現時点においては判断して
おりますが、重要な影響を与えることが判明した場合には速やかに開示します。 
 

以上 

 
 


